
これまでの取組状況 当面（今年度中）の取組 予算措置状況
期待される効果・
達成すべき目標

（１）災害に強い地域づくり

内閣府

○平成25年５月に、東日本大震災等の対応における経験
を基に、男女共同参画の視点から、必要な対策・対応に
ついて、予防、応急、復旧・復興等の各段階において地
方公共団体が取り組む際の指針となる基本的事項を示
す「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」
を作成した。
○ 「男女共同参画基本計画（第４次）（平成27年12月25
日閣議決定）において、東日本大震災の被災地におい
て、復興過程における男女共同参画を一層推進すること
等を盛り込み、その実現に向け、地方公共団体宛てに通
知した。
○平成28年度には、男女共同参画の視点を防災施策に
反映させるため、地方公共団体で防災施策に携わる職員
向けに「男女共同参画の視点からの研修プログラム」を
作成。全国11か所の自治体で試行した。
○令和２年３月に,上記取組指針を改定し、「災害対応力
を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防
災・復興ガイドライン～（案）」を公表した。（４月にパプリッ
クコメントを実施、５月に決定。）

○「災害対応力を強化する女性
の視点～男女共同参画の視点
からの防災・復興ガイドライン
～」（令和２年５月内閣府男女
共同参画局）を活用した地域に
おける男女共同参画の視点に
よる防災研修事業等に対し、各
団体等の求めに応じて適切な
指導・助言ができるアドバイ
ザーを派遣する。

・地域における男女
共同参画促進を支
援するためのアドバ
イザー派遣事業　２
百万円の内数【一
般会計】

○まちづくりに女性、子ども・若
者、高齢者、障害者等の意見を
反映させることで、誰もが安心
して豊かに暮らせる社会とな
る。

総務省

○　総務省においては、被災市町村に対する支援の観点
から、全国市長会・全国町村会の協力を得て、全国の市
町村から被災市町村に対する職員派遣の体制を構築し
ているほか、OB職員や民間企業等の人材活用に係る支
援を行っている。また、地方自治法に基づく中長期の職員
派遣の受入れに要する経費については、震災復興特別
交付税措置を講じているところ。

○　引き続き、被災市町村に対
する職員派遣について地方自
治体に積極的に働きかけを行
うなど、人材確保に向けて、継
続して取組を進める。

－

○　被災自治体において必要な
職員の派遣について支援する
ことにより、被災地の復旧・復興
に向けた事業の円滑な実施を
図る。

（ⅱ関連）
自治体職員の派遣
について

復興施策 担当
省庁

　⑤市町村の計画策定に対する人的支援、復興事業の担い手等

（ⅳ関連）
まちづくりにおける女
性の意見の反映

各府省の復興施策の取組状況の取りまとめ-公共インフラ以外の復興施策-



総務省

○　被災地域のコミュニティ再構築を図るため、被災地域
に居住しながら被災者の見守りやケア、地域おこし活動
の支援等の「復興に伴う地域協力活動」に一定期間（おお
むね１年以上）従事する「復興支援員」制度を創設し、震
災復興特別交付税により支援しているところ。

○　被災地域の地方自治体
に、「復興支援員」制度につい
て、より一層の周知を図り活用
を促すことで、引き続き被災地
域のコミュニティ再構築を図る。

-

○　被災地域に居住しながら、
住民の見守りやケア、集落での
地域おこし活動に取り組む人材
を被災地域内外から募集し、コ
ミュニティ再構築に向けた人材
面での支援を行うことにより、地
域に根差したコミュニティ主体
の復興の促進が図られる。

経済産業
省

○　指定金融機関（商工中金等）が金融検査上「資本」と
認識される長期の劣後ローンを提供する資本性劣後ロー
ンの制度運用を平成23年12月より開始。民間金融機関か
らの金融支援と合わせて46.6億円を融資済。

平成30年度までで事業終了 ｰ 平成30年度までで事業終了

国土交通
省

○　被災した地方自治体の復興に向けた取組を支援する
ため、①被災状況等の調査・分析を行い、その成果を地
方自治体に提供するとともに、②被災状況や都市の特
性、女性や高齢者等から幅広い意見を聴取し、地元の意
向等に応じた復興のパターンを分析、③これに対応する
復興手法等について調査・検討を行い、市町村の復興計
画策定を支援。
（津波被災市街地復興手法検討調査は、平成23年度に
て完了）

－ － －

国土交通
省

○　国土交通省都市局では、平成23年度１次補正により
津波被災市街地復興手法検討調査を実施し、被災自治
体の復興まちづくりを支援してきたところ。

○　また、平成23年度３次補正により、市町村や地域住
民等へのまちづくり専門家派遣を支援し、円滑な復興まち
づくりを推進するため、全国に存在するまちづくり専門家
のデータベース化を進め、復興まちづくり人材バンクとし
て公開した。

－ － －

（ⅱ関連）
復興支援員の配置

（ⅰ関連）
民間投資家の出資
を促す産業復興出資
事業等

（ⅰ関連）
（ⅳ関連）
復興計画の策定支
援

（ⅱ関連）
復興まちづくり人材
バンク



国土交通
省

○震災復興のために官民連携手法の活用を図ろうとする
被災地の地方公共団体等に対し、官民連携事業導入の
検討に必要な経費を助成する制度（「震災復興官民連携
支援事業」）を平成24年度に創設。
○震災復興に官民連携手法の活用を検討する具体的な
案件を募集し、応募のあった案件から、これまでに56件を
支援対象として選定し、補助金を交付（平成28年度は５件
を支援）。選定された地方公共団体等が、官民連携事業
導入の検討を実施。
○平成27年度、過年度の助成成果を事業別・手法別に整
理するとともに、特に汎用性が高いと思われる事例につ
いて、要点をまとめた事例集をHPに掲載。
○平成28年度、官民連携を通じた震災復興事例を紹介
し、意見交換を行うシンポジウムを仙台で開催。

○平成28年度までで事業終了 ○平成28年度までで事業終了

国土交通
省

・地方公共団体、地域金融機関、NPO等で構成される地
域づくり活動支援体制構築に対する補助を行うことで、多
様な主体による事業型の地域づくり活動を推進し、地方
部における地域の活性化を図った。（平成26～28年度ま
でに全国に22件の地域づくり活動支援体制を構築）

・平成28年度で事業終了。 － ・平成28年度で事業終了。

（ⅲ関連）
官民連携による震災
復興の推進

(ⅲ関連)
多様な主体の協働
による新たな地域づ
くり


